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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第22期

第２四半期連結累計期間
第22期

第２四半期連結会計期間
第21期

会計期間
自　平成20年８月１日
至　平成21年１月31日

自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日

自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日

売上高 (千円) 6,024,609 2,784,230 64,638,319

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) △9,085,216 △6,743,767 1,129,796

四半期(当期)
純損失（△）

(千円) △17,458,861 △7,924,359 △10,413,890

純資産額 (千円) ― 6,015,336 23,512,270

総資産額 (千円) ― 62,909,185 87,056,852

１株当たり純資産額 (円) ― 1,425.56 5,573.33

１株当たり四半期
(当期)純損失（△）

(円) △4,139.29 △1,878.77 △2,502.56

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 9.6 27.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,362,407 ― △55,038,612

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,340,064 ― △3,199,445

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △6,274,570 ― 53,210,984

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 654,760 3,226,858

従業員数 (名) ― 136 218

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期

（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。　
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、当社は平成20年12月25日付で当社が保有する株式会社オーパスの全

株式を売却したため、同社および同社の子会社である株式会社サワケンホームは当社の連結対象子会社か

ら外れました。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、当社は平成20年12月25日付で当社が保有する株式会社オーパスの

全株式を売却したため、同社および同社の子会社である株式会社サワケンホームは当社の連結対象子会社

から外れました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成21年１月31日現在

従業員数(名) 136

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数が第22期第１四半期連結会計期間末と比較して58名減少しておりますが、これは株式会社オーパス、

株式会社サワケンホームが連結対象会社から外れたこと、当社支店の廃止等によるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年１月31日現在

従業員数(名) 39

(注) １　従業員数は就業人員であり、当社子会社への出向者14名を除いております。

２　従業員数が第22期第１四半期会計期間末と比較して34名減少しておりますが、これは主に支店の廃止等による

ものであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第２四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円)

不動産再活事業 308,247

その他事業 522,504

合計 830,751

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　
　
(2) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円)

不動産再活事業 1,919,202

その他事業 865,027

合計 2,784,230

(注) １　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

ニッショク㈱ 437,206 15.7

㈱久保田本店 432,834 15.6

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)　経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題や米国の大手投資銀行の経

営破たんなどを契機として企業収益が大幅に落ち込み、雇用情勢も一段と深刻化するなど景気が急速に悪

化いたしました。

当社グループが属する不動産業界におきましても、金融機関による不動産融資に対する慎重姿勢、購入者

の手控え、相次ぐ不動産会社の経営破たんなど厳しい状況が続いております。

このような環境下、当社では中古不動産再活事業に注力してまいりました。しかしながら、不動産物件の

販売が振るわず、売上高は27億84百万円、営業損失64億57百万円、経常損失67億43百万円、四半期純損失79億
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24百万円となりました。

（セグメント別の概況）

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

①　不動産再活事業

当社グループの主力である不動産再活事業におきましては、物件の早期売却およびそれに伴う有利子負

債の削減を最優先課題として取り組んでまいりました。しかしながら、不動産市況は当第２四半期連結累計

期間においても低調であり、相次ぐ不動産会社の経営破たんなど一層深刻さを増している状況であります。

当社といたしましては、在庫圧縮、有利子負債の削減に努めたものの、不動産物件の売却が思うように進

まず、また利益率も悪化いたしました。この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は19億19百万円、営業

損失は61億32百万円となりました。

②　その他事業

その他事業は、当社保有物件にかかる受取賃料、子会社におけるビルメンテナンス事業、建築資材販売事

業等であります。平成20年２月から順次連結子会社を売却してきたことにより、その他事業にかかる売上高

は減少いたしました。

以上の結果、その他事業の売上高は８億65百万円、営業利益は９百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、629億９百万円（前連結会計年度末比241億47百万円の

減少）となりました。主な理由としては、商品の販売および評価減による販売用不動産の減少などでありま

す。

当第２四半期連結会計期間末における負債は、568億93百万円（同66億50百万円の減少）となりました。

主な理由としては、商品の販売に伴う借入金の金融機関への返済により短期借入金が減少したことなどに

よるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、60億15百万円（同174億96百万円の減少）となりまし

た。主な理由としては、四半期純損失174億58百万円を計上したことに伴う利益剰余金の減少などによるも

のであります。以上の結果、自己資本比率は9.6％となりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は６億54百万円と、第１四半期連結会

計期間末の残高17億23百万円と比べて、10億68百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、10億90百万円の収入となりま

した。これは、税金等調整前四半期純損失79億17百万円を計上したものの、棚卸資産の減少74億79百万円の

計上や解約違約金を２億65百万円計上したことなどにより営業キャッシュ・フローが増加になったもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、３億14百万円の収入となりま

した。これは、子会社株式を売却したことにより２億70百万円の収入を計上したことなどによるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、24億73百万円の支出となりま

した。これは、物件の売却に伴い短期借入金を金融機関に返済したことなどによる減少であります。
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当社は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を解消すべく次のとおり努めております。

①　平成21年３月12日開催の当社取締役会において、第三者割当により発行される株式の募集を行うこと

により15億円を調達することを決議いたしました。この15億円は、中古マンション再活事業のための

仕入資金に充当いたします。また、今期末までに物件の売却を進め、期末現預金残高約32億円を見込

み、一般管理費の圧縮効果もあり、数年間の資金繰りに目途がつきました。

②　当社の新株予約権付社債約100億円を保有するゴールドマン・サックスが出資するジーエス・ティー

ケー・ホールディングス・フォー合同会社とは、純資産の部を充実するための方策について、株式へ

の転換を含め、協議中であります。

③　当社が融資を受けているすべての金融機関と折衝し、借入金の諸条件についての約定変更についてお

おむねご理解をいただいております。

④　当社のビジネスモデルの原点である中古マンションの再活事業の特徴は、1棟丸ごと仕入れ、内外装を

施し区分登記し、また管理組合設立準備を行い、販売するものです。この販売期間は3～4カ月程度で、

新築マンションの18カ月～36カ月に比べると、短くなっております。また、中古マンションの価格は

同程度の新築マンションの6割～7割程度と割安感があり、需要は底堅いものがあります。

平成22年7月期において、期首現預金残高のうち30億円で中古マンションを仕入れ、年間3回転強、売

上総利益率20%で販売してまいります。仕入に当たっては、利益を確保できる物件を厳選してまいり

ます。さらに、中型のマンションやオフィスの再活も手掛け、平成22年7月期に黒字転換を目指してま

いります。

　

(5)　研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却

等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年３月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,217,839 4,217,839
東京証券取引所
マザーズ

当社は、単元株制度を採用し
ておりません。

計 4,217,839 4,217,839― ―

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成21年３月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく第１回新株予約権

(平成15年５月16日臨時株主総会決議)

第２四半期会計期間末現在
(平成21年１月31日)

新株予約権の数 　　１個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

当社は、単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数 　400株

新株予約権の行使時の払込金額 　150 円

新株予約権の行使期間
平成17年５月17日から
平成25年５月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   150円
資本組入額   75円

新株予約権の行使の条件

ａ　新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締
役、監査役または従業員の地位にあることを要する
ものとする。ただし、当社取締役会において承認を得
た場合にはこの限りではない。

ｂ　新株予約権の相続は認めない。
ｃ　その他新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると
ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　当社は、以下のように株式分割を行っております。

平成15年10月７日開催の取締役会決議に基づき、平成15年12月５日付をもって普通株式１株を２株に分割

平成16年４月７日開催の取締役会決議に基づき、平成16年６月18日付をもって普通株式１株を４株に分割

平成16年９月21日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月20日付をもって普通株式１株を10株に分割

平成18年６月１日開催の取締役会決議に基づき、平成18年８月１日付をもって普通株式１株を５株に分割

これらにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格、資本組入額はそ

れぞれ調整されております。

２　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権

の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。調整の結果、

１端株(１株の100分の１)未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものといたします。

調整後株式数＝
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

４　株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整いたします。調整により生ずる１円未満の端

数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式(コンバージョ

ン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたしま

す。

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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②　転換社債型新株予約権付社債

(平成20年８月６日取締役会決議)

株式会社アルデプロ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成20年８月27日発行）

第２四半期会計期間末現在
(平成21年１月31日)

新株予約権の数 100

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

当社は、単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数 （注１）

新株予約権の行使時の払込金額 （注２）

新株予約権の行使期間 （注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

(注４)

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使は、できないものとする

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５）

代用払込みに関する事項 （注６）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注７）

新株予約権付社債の残高（百万円） 10,002

(注) １　本新株予約権を行使すること（以下「行使」という。）により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代

えて当社の有する当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、行

使された本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を以下２記載の転換価額（ただし、以下２（３）記載

の転換価額の調整によって調整された場合は調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。この場

合に１株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

２　（１）本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当該本新株予約権に係る本社債　　

　　　とし、当該本社債の価額は、当該本社債の払込金額と同額とする。

（２）本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株当たりの額（以下「転換価額」という。）は、当　

　　　初3,850円とする。なお、転換価額は本項第(３)によって調整されることがある。

（３）転換価額の調整

　① 当社は、次に定めるとおり、本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。

本新株予約権付社債の発行後、本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、

次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付株式数×１株当たりの払込金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　―――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　　価

調整後転換価額　＝　調整前転換価額　×　―――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　交付株式数
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　② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)本号③（ⅱ）に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただ

し、下記(ⅲ)記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換

えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しく

は当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除

く。）

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間

の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合 

調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の

無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その

日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がない場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

(ⅲ)本号③（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式、当社普通株式を交付する

ことと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の

交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権

利）又は取得させることができる証券（権利）、又は行使することにより当社普通株式若

しくは当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができ

る株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（以下「取得請求権付証券

等」という。）の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものと

みなして（当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることが

できる株式若しくは当社普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付するこ

とと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）、又は当

社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の

交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の全て

が当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）転換価額調

整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は

割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以

降、これを適用する。 

上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付

証券等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時

点で発行されている取得請求権付証券等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得又は行

使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当社普通株式を交付することと引換え

に取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求す

ることができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得さ

せることができる証券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される

株式又は取得させることができる株式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さ

らに当該株式又は当該新株予約権の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が

交付されたものとみなして）本号①（ⅰ）に定める転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

(iv)本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その

他当社の機関の承認を条件としているときには、本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）にかかわらず、調

整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権

を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものと

する。ただし、株券の交付については、当社は行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。

　　　　　　　　　　　（調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数

　　　　　株式数　＝　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後転換価額

この場合に１株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
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　③ 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り

捨てる。

(ⅱ)本欄①（ⅰ）に定める転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日

（ただし、本欄②（ⅳ）の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値の

ない日数を除く。）の東京証券取引所（当社普通株式の東京証券取引所への上場が廃止さ

れた上で、当社普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他の証券取引所（当

該他の証券取引所が複数の場合には、当社普通株式の普通取引の出来高等を考慮して、当社

が最も合理的に適切と判断し、本新株予約権付社債の社債権者の同意を得た証券取引

所））における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

(ⅲ)本号①（ⅰ）に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はそ

の日、又、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数と

する。又、本号②（ⅱ）の株式分割の場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、株

式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数

を含まないものとする。

　④ 本号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、合理的に必要な転

換価額の調整を行う。

(ⅰ)株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親

会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。

(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換

価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある

とき。

本欄（３）により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び

にその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本

新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、本欄②の場合その他適用の日の前日まで

に前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

３ 本新株予約権付社債の社債権者は、平成20年８月28日から平成21年８月26日までの間（以下「行使期間」とい

う。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合

にはその前銀行営業日を最終日とする。また、①当社が以下８（4）の記載事項により本社債を買入消却する

場合には、本社債が消却される時以後、②当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の

喪失日以後、本新株予約権を行使することはできない。また、当社が以下８（２）記載の本新株予約権付社債

の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場合には、繰上償還請求書が償還金支払場所に提出された時

点より本新株予約権を行使することはできない。本新株予約権は、会社法第287条の定めにより行使すること

ができなくなった時点において消滅する。

４　①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格は、当初3,850円とする。なお、

以下記載の７によって転換価額が修正された場合は、調整後の転換価額とする。 

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとする。 

③　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等

増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５　本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本社債又は本新株予約権の一方

のみを譲渡することはできない。

６　本新株予約権の行使に際して代用払込みは行われない。但し、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約

権に係る本社債の全部を出資するものとし、その価額は、当該本社債の払込金額と同額とする。

７　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下「組織再編成行為」という。）を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残

存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」とい

う。）の新株予約権で、下記①から⑦までの内容のもの（以下「承継新株予約権」という。）を交付する。この

場合、組織再編成行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債についての社債に係る債務は再

編成対象会社に承継され、本新株予約権の新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、

本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割または新設分割を
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行う場合は、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約

権に代えて再編成対象会社の承継新株予約権を交付し、再編成対象会社が本社債についての社債に係る債務

を承継する旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編成対象会社の承継新株予約権の数 

組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本社債の社債権者が保有する本社債にかか

る本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 承継新株予約権の目的たる再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

③ 承継新株予約権の目的たる再編成対象会社の株式の数 

当該組織再編成行為の効力発生日の直前において有効な本新株予約権の転換価額を別記「転換価

額の調整」に準じた調整を行ったうえ、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定

する。なお、組織再編成行為の効力発生日以後における承継新株予約権の転換価額は、別記「転換

価額の調整」の調整に準じた調整を行う。

④ 承継新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額 

交付される各承継新株予約権の行使に際して出資する目的とされる財産は、当該各承継新株予約

権に係る本社債とし、当該各社債の価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める価額

と同額とする。 

⑤ 承継新株予約権の行使期間 

別記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効

力発生日のうちいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行

使期間の満了日までとする。

⑥ 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項 

別記「新株予約権の行使の条件」及び別記「新株予約権の消却の事由及び消却の条件」に準じて

決定する。 

８　償還の方法及び期限

(１)本社債は、平成21年８月27日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。

(２)①次の各号に規定する事由が生じた場合には、本新株予約権付社債の社債権者は、いつでも、その保有

する本社債の全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する

権利を有する。 

(i)税制の変更により本社債に関し当社が行なう支払につき公租公課の源泉徴収又は控除が必要とな

ることが判明したとき。 

(ⅱ)当社の組織再編成行為（７に定義する。）、当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の者に対す

る売却若しくは移転（但し、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく義務が相手先に移転され

る場合に限る）又はその他の会社再編成手続で本新株予約権付社債に基づく当社の義務が他の者に引

き受けられることとなるもの、に関する機関決定が行われたとき。 

(ⅲ)当社の株式の上場廃止事由が生じたとき。 

②本号①の規定により本社債の繰上償還を請求しようとする本新株予約権付社債の社債権者は、償還

すべき日の30日前までに当社の定める請求書（以下「繰上償還請求書」という。）に繰上償還を請求

しようとする社債の金額を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、本項（５）記載

の償還金支払場所（以下「償還金支払場所」という。）に提出しなければならない。 

③本社債の繰上償還請求の効力は、繰上償還請求書が償還金支払場所に到着したときに生ずるものと

する。繰上償還請求書を提出した本新株予約権付社債の社債権者は、その後これを取り消すことはでき

ない。 

(３)本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(４)本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

(５)償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

株式会社アルデプロ　経営管理本部 
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③　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した第６回新株予約権

(平成20年10月24日定時株主総会特別決議及び平成20年12月９日取締役会決議)

第２四半期会計期間末現在
(平成21年１月31日)

新株予約権の数 　12,410個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

当社は、単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数 　　12,410株

新株予約権の行使時の払込金額 1,358円

新株予約権の行使期間
平成22年10月25日から
平成30年10月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　1,358円
資本組入額　 679円

新株予約権の行使の条件

ａ　新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締
役、監査役または従業員の地位にあることを要する
ものとする。ただし、当社取締役会において承認を得
た場合にはこの限りではない。

ｂ　新株予約権の相続は認めない。
ｃ　その他新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると
ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４

新株予約権の取得条項に関する事項 該当事項はありません

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権

の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数

は切り捨てるものといたします。

調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数× 分割・併合の比率

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整いたします。調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の行使による場合を除く。）、

次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものといたします。

　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　

４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残

存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそ

れぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交

付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年11月１日～
平成21年１月31日

― 4,217,839 ― 12,944,169 ― 12,309,418
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(5) 【大株主の状況】

平成21年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

秋元竜弥 東京都目黒区 1,728,847 40.99

ジーエス・ティーケー・ホール
ディングス・フォー合同会社　代
表社員ジーエス・ピーアイエー
・ホールディングス合同会社

東京都港区六本木６丁目10-１　六本木ヒルズ
森タワー46階

756,144 17.93

財団法人秋元国際奨学財団 東京都新宿区新宿３丁目１-24 100,000 2.37

ピクテ　アンド　シエ
（常任代理人　株式会社三井住友
銀行）

ROUTE　DES　ACACIAS　60,1227　CAROUGE,
SWITZERLAND
（東京都千代田区丸の内１丁目３番２号）

95,731 2.27

フォルティス　プライベートバン
キング　シンガポール　リミテッ
ド　アカウント　クライアンツ
（常任代理人　香港上海銀行）

63 MARKET STREET #21-01 SINGAPORE 048942
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

38,400 0.91

クレディット　スイス　チュー
リッヒ
（常任代理人　株式会社三菱東京
UFJ銀行）

UETLIBERGSTRASSE 231 P.O.BOX 600 CH-8070
ZURICH SWITZERLAND
（東京都千代田区丸の内２丁目７-１）

28,521 0.68

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 23,558 0.56

ビービーエイチ　フォー　ジャパ
ン　オポチュニティーズ　ファン
ド　エルピー
（常任代理人　株式会社三菱東京
UFJ銀行）

C/O GMO,LLC 40 ROWES WHARF BOSTON
MASSACHUSETTS 02110 U.S.A.
（東京都千代田区丸の内２丁目７-１）

10,524 0.25

緒方顕吉 福岡県福岡市中央区 9,576 0.23

エムエルピーエフエス　カスト
ディー　アカウント
（常任代理人　メリルリンチ日本
証券株式会社）

SOUTH TOWER WORLD FINANCIAL CENTER NEW
YORK NY10080-0801 USA
（東京都中央区日本橋一丁目４番１号）

9,245 0.22

計 ― 2,800,546 66.40

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　4,217,839 4,217,839 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 4,217,839 ― ―

総株主の議決権 ― 4,217,839 ―

　

　

② 【自己株式等】

平成21年１月31日現在
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所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　８月 　９月 　10月 11月 12月

平成21年
１月

最高(円) 4,2204,9502,4501,6511,2801,285

最低(円) 1,9811,8301,102 998 765 766

(注)　株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
取締役

（事業本部長）
高橋康夫 平成20年11月21日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年11月１

日から平成21年１月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年８月１日から平成21年１月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、アスカ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２
 804,760

※２
 3,266,423

受取手形及び売掛金 93,020 170,090

販売用不動産 ※２
 50,456,372

※２
 69,091,606

原材料 1,244 1,168

仕掛品 1,663,123 1,583,785

前渡金 5,996,598 6,678,754

繰延税金資産 16,360 45,422

その他 3,366,148 7,660,886

貸倒引当金 △37,466 △2,757,494

流動資産合計 62,360,161 85,740,643

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１, ※２
 9,210

※１, ※２
 205,419

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 4,068

※１
 8,885

工具、器具及び備品 ※１
 992

※１
 39,927

土地 ※２
 64,073

※２
 87,442

有形固定資産合計 78,345 341,674

無形固定資産

のれん 32,619 420,387

その他 10,216 30,194

無形固定資産合計 42,836 450,582

投資その他の資産

投資有価証券 7,068 21,000

繰延税金資産 7,998 24,240

その他 2,179,053 521,821

貸倒引当金 △1,766,277 △43,109

投資その他の資産合計 427,842 523,951

固定資産合計 549,024 1,316,209

資産合計 62,909,185 87,056,852
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 217,708 808,042

短期借入金 ※２, ※３
 40,023,425

※２, ※３
 46,535,996

1年内返済予定の長期借入金 ※２
 117,000

※２
 126,996

1年内償還予定の社債 10,002,720 10,032,720

未払法人税等 37,755 40,656

賞与引当金 6,799 17,031

完成工事補償引当金 － 8,765

訴訟損失引当金 － 362,000

解約損失引当金 1,665,871 －

その他 1,457,024 2,295,208

流動負債合計 53,528,304 60,227,417

固定負債

社債 450,000 730,000

長期借入金 ※２
 2,443,250

※２
 2,510,100

退職給付引当金 27,794 32,553

負ののれん － 34,260

その他 444,500 10,250

固定負債合計 3,365,544 3,317,163

負債合計 56,893,849 63,544,581

純資産の部

株主資本

資本金 12,944,169 12,944,169

資本剰余金 12,309,418 12,785,139

利益剰余金 △19,234,410 △2,219,529

株主資本合計 6,019,177 23,509,778

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,380 △2,372

評価・換算差額等合計 △6,380 △2,372

新株予約権 673 －

少数株主持分 1,865 4,863

純資産合計 6,015,336 23,512,270

負債純資産合計 62,909,185 87,056,852
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年８月１日
　至 平成21年１月31日)

売上高 6,024,609

売上原価 13,053,044

売上総損失（△） △7,028,435

販売費及び一般管理費 ※
 1,428,292

営業損失（△） △8,456,728

営業外収益

受取利息 3,389

受取手数料 32,280

解約返戻金 72,802

その他 49,199

営業外収益合計 157,671

営業外費用

支払利息 712,113

支払手数料 14,992

消費税相殺差損 18,862

その他 40,192

営業外費用合計 786,160

経常損失（△） △9,085,216

特別利益

固定資産売却益 890

貸倒引当金戻入額 1,050,741

賞与引当金戻入額 4,343

特別利益合計 1,055,975

特別損失

固定資産除却損 18,909

固定資産売却損 2,524

貸倒引当金繰入額 101,488

貸倒損失 291,246

投資有価証券評価損 14,999

減損損失 333,135

事業再編損 13,573

販売用不動産評価損 6,064,197

解約違約金 830,500

解約損失引当金繰入額 1,700,371

関係会社株式売却損 17,462

特別損失合計 9,388,410

税金等調整前四半期純損失（△） △17,417,652

法人税、住民税及び事業税 11,335

法人税等調整額 29,806

法人税等合計 41,141

少数株主利益 67

四半期純損失（△） △17,458,861
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年11月１日
　至 平成21年１月31日)

売上高 2,784,230

売上原価 8,600,802

売上総損失（△） △5,816,571

販売費及び一般管理費 ※
 640,625

営業損失（△） △6,457,196

営業外収益

受取利息 311

受取手数料 12,947

解約返戻金 72,802

その他 30,512

営業外収益合計 116,573

営業外費用

支払利息 363,753

支払手数料 1,302

消費税相殺差損 7,263

その他 30,824

営業外費用合計 403,143

経常損失（△） △6,743,767

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,774

賞与引当金戻入額 4,057

特別利益合計 6,831

特別損失

固定資産除却損 407

貸倒損失 291,246

減損損失 82,007

事業再編損 7,163

解約違約金 265,500

解約損失引当金繰入額 516,328

関係会社株式売却損 17,462

特別損失合計 1,180,117

税金等調整前四半期純損失（△） △7,917,053

法人税、住民税及び事業税 7,858

法人税等調整額 △591

法人税等合計 7,267

少数株主利益 38

四半期純損失（△） △7,924,359
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年８月１日
　至 平成21年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △17,417,652

減価償却費 23,787

のれん償却額 83,536

減損損失 333,135

事業再編損失 13,573

販売用不動産評価損 6,064,197

解約違約金 830,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,094,133

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,710

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,758

受取利息及び受取配当金 △3,389

支払利息 712,113

投資有価証券評価損益（△は益） 14,999

株式交付費 1,000

関係会社株式売却損益（△は益） 17,462

固定資産売却損益（△は益） 1,634

固定資産除却損 18,909

売上債権の増減額（△は増加） 22,185

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,013,765

前渡金の増減額（△は増加） △148,582

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,130,877

仕入債務の増減額（△は減少） △77,978

未払消費税等の増減額（△は減少） 99,874

前受金の増減額（△は減少） △13,715

その他の流動負債の増減額（△は減少） 507,825

その他 244,752

持分法による投資損益（△は益） 6,551

小計 3,374,766

利息及び配当金の受取額 3,389

利息の支払額 △1,001,679

法人税等の支払額 △14,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,362,407
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年８月１日
　至 平成21年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △8,000

定期預金の払戻による収入 29,514

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

270,000

有形固定資産の取得による支出 △846

有形固定資産の売却による収入 17,588

無形固定資産の売却による収入 191

貸付金の回収による収入 992,070

差入保証金の差入による支出 △4,660

差入保証金の回収による収入 47,529

その他 △3,322

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,340,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △6,212,570

長期借入金の返済による支出 △60,999

その他 △1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,274,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,572,098

現金及び現金同等物の期首残高 3,226,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 654,760
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年１月31日)

当社グループが属する不動産業界におきましては、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金

融市場の混乱、金融機関による不動産向け融資の厳格化、相次ぐ不動産会社の経営破たんなど厳しい状況

が続いております。

このような状況のもと、当社所有不動産物件について、不動産市況の悪化や買い手側の資金的な理由に

より思うように売却が進まない状況となっております。不動産価格の下落の影響を受け、利益率が低下

し、当第２四半期連結累計期間において売上総損失、営業損失、経常損失、四半期純損失を計上いたしまし

た。なお、所有不動産の販売が思うように進まないため、金融機関からの借入金の一部の返済について、金

融機関に返済期日の延長を要請中であります。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりますが、下記施策の確実な実行に

より、早期に資金繰りの安定化が実現できると考えております。

①　平成21年３月12日開催の当社取締役会において、第三者割当により発行される株式の募集を行うこと

により15億円を調達することを決議いたしました。この15億円は、中古マンション再活事業のための

仕入資金に充当いたします。また、今期末までに物件の売却を進め、期末現預金残高約32億円を見込

み、一般管理費の圧縮効果もあり、数年間の資金繰りに目途がつきました。

②　当社の新株予約権付社債約100億円を保有するゴールドマン・サックスが出資するジーエス・ティー

ケー・ホールディングス・フォー合同会社とは、純資産の部を充実するための方策について、株式へ

の転換を含め、協議中であります。

③　当社が融資を受けているすべての金融機関と折衝し、借入金の諸条件についての約定変更についてお

おむねご理解をいただいております。

④　当社のビジネスモデルの原点である中古マンションの再活事業の特徴は、１棟丸ごと仕入れ、内外装を

施し区分登記し、また管理組合設立準備を行い、販売するものです。この販売期間は３～４カ月程度

で、新築マンションの18カ月～36カ月に比べると、短くなっております。また、中古マンションの価格

は同程度の新築マンションの６割～７割程度と割安感があり、需要は底堅いものがあります。

平成22年７月期において、期首現預金残高のうち30億円で中古マンションを仕入れ、年間３回転強、

売上総利益率20%で販売してまいります。仕入に当たっては、利益を確保できる物件を厳選してまい

ります。さらに、中型のマンションやオフィスの再活も手掛け、平成22年７月期に黒字転換を目指し

てまいります。

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日)

１．連結の範囲に関する事項

(1)　連結の範囲の変更

当社は、当第２四半期連結会計期間において、株式会社オーパスの全株式を売却いたしました。このため、同社

および同社の子会社である株式会社サワケンホームは、連結の範囲から除外しております。なお、平成21年１月

31日をみなし売却日としており、両社の決算日が５月31日であるため、平成20年６月１日から平成20年11月30日

までの損益計算書を連結しております。

(2)　変更後の連結子会社の数

１社

２．持分法の適用に関する事項

(1)　持分法適用関連会社

当社は、100％子会社の株式会社アルデプロ住宅販売を新規設立いたしましたが、同社は重要性に乏しいため、

当第２四半期連結会計期間より持分法適用の範囲に含めております。

(2)　変更後の持分法適用関連会社の数

１社

３．会計処理の原則及び手続の変更

販売目的で保有する棚卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。

これにより、当第２四半期連結累計期間における売上総損失、営業損失及び経常損失が6,774,064千円、税金等

調整前四半期純損失が12,453,989千円それぞれ増加しております。

４．解約損失引当金の計上基準

当社の仕入について、契約を解除することにより、損失処理することに備えるため、その見込額を計上してお

ります。
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日)

　　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日)

（偶発債務）

当社は、平成20年２月14日付で株式会社ゼニスから、不動産物件の売買の媒介手数料288,331千円の

支払を求める訴訟の提起を受けました。当社ではこの支払の根拠について事実関係の確認をしており

ますが、現時点では支払義務がないものと判断しております。

当社は、平成20年６月26日付で福岡サプリ合同会社から、不動産物件の売買契約に係る違約金

1,060,000千円の支払を求める訴訟の提起を受けました。当社では、この支払の根拠について事実関係

を確認しておりますが、現時点では支払義務がないものと判断しております。

当社は、平成20年８月28日付で仙台観光株式会社から、不動産物件の売買契約に係る違約金244,000

千円の支払を求める訴訟の提起を受けました。当社では、この支払の根拠について事実関係を確認して

おりますが、現時点では支払義務がないものと判断しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１月31日)

前連結会計年度末
(平成20年７月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　194,747千円

 
※２　担保資産及び担保付債務

担保資産

現金及び預金 150,000千円

販売用不動産 56,443,771

建物 4,756

土地 64,073

合計 56,662,602

担保付負債

短期借入金 39,894,160

一年以内返済予定の
108,000

長期借入金

長期借入金 1,929,000

合計 41,931,160

 
※３　当社は、取引銀行との間に当座貸越契約を締結し

ており、当該契約に基づく当四半期連結会計期間
末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越契約の総額 8,838,000千円

借入実行残高 6,260,496

差し引き額 2,577,503

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　168,716千円

 
※２　担保資産及び担保付債務

担保資産

現金及び預金 582,131千円

販売用不動産 67,175,552

建物 4,849

土地 64,073

合計 67,826,607

担保付負債

短期借入金 44,538,496

一年以内返済予定の
108,000

長期借入金

長期借入金 1,983,000

合計 46,629,496

 
※３　当社は、取引銀行との間に当座貸越契約を締結し

ており、当該契約に基づく当連結会計年度末の借
入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越契約の総額 8,838,000千円

借入実行残高 6,561,496

差し引き額 2,276,503
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日 
  至　平成21年１月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

販売手数料 110,769千円

貸倒引当金繰入額 25,054

給与及び賞与 377,724

地代家賃 68,796

租税公課 67,398

管理諸費 116,451

広告宣伝費 152,488

のれん償却額 83,536

 

　

第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年１月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

販売手数料 47,939千円

給与及び賞与 155,897

地代家賃 29,763

租税公課 21,350

管理諸費 59,318

広告宣伝費 66,449

のれん償却額 15,601
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日 
  至　平成21年１月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 804,760千円

担保提供している預金 △150,000

現金及び現金同等物 654,760
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年１月31日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年８月１日

　至　平成21年１月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 4,217,839

　

　

２　自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数（株）
当第２四半期連結会計期間

末残高（千円）

提出会社 普通株式 12,410 673

合計 12,410 673

　

４　配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日）及び当第２四半期連結会計

期間（自　平成20年11月１日　至　平成21年１月31日）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい

変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年１月31日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年１月31日）

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年11月１日　至　平成21年１月31日）

1.　ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費（株式報酬費用）　673千円

　

2.　当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

提出会社
第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社取締役５名、当社従業員52名

株式の種類別ストック・オプションの付与数 普通株式　12,410株

付与日 平成20年12月９日

権利確定条件
権利行使開始日において、当社の取締役、監査役または
従業員のいずれかの地位にあること。

対象勤務期間 自　平成20年12月９日　至　平成22年10月25日

権利行使期間 自　平成22年10月25日　至　平成30年10月24日

権利行使価格（円） 1,358円

付与日における公正な評価単価 624円

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年11月１日　至　平成21年１月31日）

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年１月31日)

　
不動産再活事業
（千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,919,202865,0272,784,230 ― 2,784,230

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,919,202865,0272,784,230 ― 2,784,230

営業利益又は営業損失（△） △6,132,547 9,263△6,123,283(333,912)△6,457,196

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日)

　
不動産再活事業
（千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

4,427,8571,596,7526,024,609 ― 6,024,609

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 1,883 1,883 (1,883) ―

計 4,427,8571,598,6356,026,492(1,883)6,024,609

営業損失（△） △7,688,556△14,051△7,702,607(754,120)△8,456,728

(注) １　事業区分の方法

内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1)　不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分譲、新築オフィスビル

等の販売

(2)　その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年１月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年１月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１月31日)

前連結会計年度末
(平成20年７月31日)

1,425.56円 5,573.33円

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日 
  至　平成21年１月31日)

１株当たり四半期純損失（△） △4,139.29円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。
 

(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日 
  至　平成21年１月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △17,458,861

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △17,458,861

普通株式の期中平均株式数(株) 4,217,839
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年１月31日)

１株当たり四半期純損失（△） △1,878.77円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。
 

(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年１月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △7,924,359

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △7,924,359

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,217,839

　

(重要な後発事象)

当社は、平成21年３月12日開催の取締役会において、当社代表取締役社長秋元竜弥を引受先とする第

三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

当該新株式の発行の要領は、下記のとおりです。

1 発行新株式数 普通株式3,448,276株

2 発行価額 435円

3 発行価額の総額 1,500,000,060円

4 資本組入額 751,724,168円

5 募集又は割当方法 第三者割当によるものとし、そのすべてを秋元竜弥に割り当てる。

6 申込期日 平成21年４月22日

7 払込期日 平成21年４月22日

8 配当起算日 平成21年２月１日

9 資金使途 不動産物件の仕入れに充当
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２【その他】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社アルデプロ(E04023)

四半期報告書

40/42



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年３月16日

株式会社アルデプロ

取締役会　御中

　

アスカ監査法人

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　川　　愼　　哉　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　法　　木　　右　　近　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アルデプロの平成20年８月１日から平成21年７月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

（平成20年11月１日から平成21年１月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年８月１日から平成

21年１月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成21

年１月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。
　

　追記情報

１． 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続して当第2四半期連結累計期間において売上総損失、営

業損失、経常損失、四半期純損失を計上しており、金融機関からの借入金の一部の返済について、金融機関に返済

期日の延長を申請している。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対

する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業の前提を基礎として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

２． 重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は、平成21年3月12日開催の取締役会において、第三者割当増

資を実施する旨を決議している。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載されている事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれておりません。
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